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「特別名勝栗林公園 多くの人を惹きつけるその魅力とは！」を  

開催しました。 
 

平成２８年１２月２１日（水）、高松短期大学秘書科講師の藤井雄三氏を講師に迎え、  

講座を開催しました。 

 

まず初めに、講師から「文化財」の定義や種類に

ついて簡単に御解説いただきました。その後、「栗

林公園」について、①国が文化財保護法で指定した

名勝（景色の良い地）のうち、特に価値の高いもの

として認められた「特別名勝」であること、②紫雲

山を含めた面積は東京ドーム１６個分の約７５ヘ

クタールに及ぶなど、文化財に指定された庭園の中

では日本一の大きさを誇ることの御説明がありま

した。また、「栗林公園」には、どのような特徴・特色があるのかを受講者の皆様に考えて

いただくための材料として、全国各地の特別名勝や大名庭園の写真を、解説を交えながら

スライドショーでお示しいただきました。 

誰もが一度は訪れたことのある名勝から、あまり知られていない庭園まで、非常に幅広

く御紹介いただきましたが、例えば池泉一つとっても、その配置や形状等は一様ではなく、

各々特徴があることを受講者も改めて感じられたのではないでしょうか。 

 

講義の終盤では、講師が考える「栗林公園」の

主な特徴・特色として、①庭園のすぐ西に位置す

る借景の紫雲山は、借景と言うよりも一体化して

いて、山と庭が溶け込んでいるように感じられる

こと、②江戸時代初期の大名庭園として優れた地

割り、石組みを有する南湖と、明治以降に近代的

な公園として整備された北湖の距離感が絶妙であ

り、それが鑑賞者に安心感を与えていること、③庭石を散りばめた優れた石の庭園である

ことなどが挙げられるとの御説明がありました。 

 

最後に、講師から受講者に対して、今後も、引き続き栗林公園をより深く観察して、そ

の魅力の再発見・ＰＲに努めてほしいとの要請があり、今回の講座が締めくくられました。 


